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   第３章 計画の目指す姿と全体像 

 

 １ 将来像 

 ２ 基本理念 

 ３ 基本目標 

 ４ 計画の体系 
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計画の目指す姿と全体像 

 
 
 
 
 
   超高齢・人口減少社会の到来に伴い、自助、互助、共助、公助を担う全ての人がそれ

ぞれの役割を果たすことが重要です。 

特に、重度な要介護状態になっても、障がいがあっても、誰も排除されることなく、「見

守り、見守られ、支え合う地域」が形成されるためには、地域が、地域で、地域住民を

ケアするという社会づくりの精神が一層求められます。 

こうしたことから、本計画では、目指す将来像を「誰もが住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会」とします。 

 

  

１ 将来像  

将来像 

第３章 
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計画の目指す姿と全体像 第３章 

 

 
 
 
 
   少子化・高齢化が進み、人口減少時代が到来する社会は、支えられる側が、時には支

える側になることが求められます。そのためには、支える側、支えられる側の区別をす

ることなく、互いに気遣い、気付き合い、気にかけ合う地域づくりが求められています。 

   こうした点を踏まえ、地域福祉計画（第４期）では、「見守り、見守られ、支え合う地

域づくり」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 基本理念  

 
 

見守り、見守られ、支え合う地域づくり 

地域包括ケア社会の実現を確実なものとするため、地

域住民が主体となった「見守り、見守られ、支え合う地

域づくり」を支援し、推進します。 

基本理念 
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計画の目指す姿と全体像 

 
 
 
 
 
   地域包括ケア社会の実現を確実なものとするためには、自助及び互助によるアプロー

チとして、地域住民が主体となり、地域における課題を把握して、自ら解決に導く体制

づくりを支援することはもちろん、共助及び公助によるアプローチとして、行政が主体

となり、地域における複雑化・多様化した課題を包括的に受け止める総合的な相談支援

体制づくりを推進することが求められています。 

そこで、基本理念として掲げた「見守り、見守られ、支え合う地域づくり」を具現化

するため、次の２つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

  

<基本目標１> 
全ての人々がつながり、地域で支え合う共生のまち 

３ 基本目標  

 

見守り、見守られ、支え合う地域づくり 

基本理念 

<基本目標２> 
福祉サービスが利用しやすく、住み慣れた地域で安心し

て暮らせるまち 
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計画の目指す姿と全体像 第３章 

 

 
 
 

  

４ 計画の体系  

基本理念 将来像 

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を 

人
生
の
最
期
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
包
括
ケ
ア
社
会 

見守り、見守られ、 
支え合う地域づくり 

基本目標１ 
全ての人々がつながり、
地域で支え合う共生の
まち 

基本目標２ 
福祉サービスが利用し
やすく、住み慣れた地域
で安心して暮らせるま
ち 

基本目標 
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計画の目指す姿と全体像 

 

 
 
 

 

 

  

施策の方向 
達成された姿 

(2025 年) 

医療・介護・福祉などの関係機関
や地域につながる支援ネットワーク
があり、安心・安全・快適な生活環
境が整っている。 

老いること、認知症であること、
障がいがあることに対する理解が深
まり、お互いを尊重し合える関係が
できている。 

７ 地域包括ケア社会の実現に
向けた関係機関との連携 

１ 見守り活動の充実 

地域の誰もが気軽に立ち寄れる憩
いの場所があり、世間話やおしゃべ
りをしながら楽しい時間を過ごして
いる。 

地域の誰もがゆるやかな見守り活
動や居場所づくりに参加し、支え合
いの地域活動が展開されている。 

地域包括支援センターを拠点とし
て、地域の困りごとを支える身近な
支援体制が整っている。 

全ての人々の人権が尊重されると
ともに、虐待などの対応が適切に図
られ、自分らしい暮らしをすること
ができている。 

御近所の住民同士が、日頃からの
あいさつや何か気になることがあっ
た時の声掛けなどを通じて、お互い
にゆるやかな見守りをする関係がで
きている。 

６ 包括的な支援体制の構築 

５ 権利擁護の推進 

４ 老いること・障がいがある
ことに対する理解の促進 

３ 地域で支え合う人づくり 

２ 地域における居場所づくり 
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地域住民や民間事業者など地域の様々な方が、日々の生活や業務の

中で、「いつもと違う」、「何かおかしい」と感じることがあったら、

民生委員・児童委員や地域包括支援センター、地域福祉コーディネー

ターに相談するなど、地域で行う「さりげない」見守りです。 

子どもから高齢者の方まで、あらゆる世代の方が、普段の生活の中

で負担のない範囲で行えることが特徴です。 

 

支援を拒んでいる方や、少し気がかりな方など、専門機関による定

期的な訪問が難しい方又はそこまで至らない方を、地域での幅広い

「気付き」で、さりげなく見守ることができます。 

 

また、日常生活を送る中で、向こう三軒両隣の住民同士でお互いに

気遣い合い、見守り合う関係を築くことや、御近所同士や仲間と集い、

サークル活動やボランティア活動に参加するなど、社会と関わること

も、ゆるやかな見守りにつながります。 


